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群馬県学校生活協同組合 
 

学校生協加入手続き（出資）のお願い 
 

日頃より、学校生協福利厚生活動にはご支援、ご協力を賜り感謝申し上げます。 

学校生協は教職員皆様を生活全般に係わる様々な活動でお手伝いさせていただいております。 

学校生協をご利用(団体保険・商品など)いただくには、ご加入手続き(出資)が法律の

定めにより必要となります。出資は一度していただきますと、退職または脱退時まで

お預かりした後に、ご返金させていただくものです。お申し込みは、右の二次元コー

ドからＷＥＢにてお申込みいただくか、裏面の「加入(出資)申込書」にご記入の上、

フリーダイヤルＦＡＸにてご返信ください。 

学校生協は生協法により、剰余金が生じた場合は、組合員に還元をすることとしております。 

2020年度は出資配当2％と利用分量割り戻し（自主供給：1.5％・斡旋供給１％）を還元いたしました。 
 
＜個人情報取扱についてのお知らせ＞  （お問い合せはフリーＴＥＬ０１２０－３９－５３１８ 学校生協まで）  

  学校生協では組合員さんの大切な個人情報は以下の目的で利用させていただきます。 

①学校生協組合員募集のご案内や出資金の管理・組合員台帳の管理・組合員証の発行業務 

②デジタル組合員証及びマイページ等のＷＥＢサービスの提供 

③商品・サービス情報のご案内、注文の受付・商品のお届けまたはサービス提供やご利用明細書のお届け 

④商品・サービス提供の斡旋、アフターサービスのご提供、商品のお問い合わせ、商品事故等のご連絡 

⑤ご利用いただいた商品サービス等代金のご請求及び回収やご利用のお知らせのお届け 

⑥組合員参加企画、セミナー等の組合員の生活改善及び 

文化の向上に関する活動の推進 

⑦アンケート等による学校生協へのご意見・ご要望の集約 

⑧総代会など学校生協の機関運営を円滑に進めるため 

**学校生協における商品・サービスの範囲** 

共同購入、宅配企画及び指定店・提携店などで取り扱う商品。 

保険・共済や住宅関連、提携店等学校生協で斡旋する様々な 

サービス事業。 
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★マイページご登録の方限定で 毎月プレゼント企画実施中！ 
 
 
 
 

 

※新規加入の場合は１口（1,000円）以上の出資をお願いしています。 

１回払いまたは月々1,000円を増資（最高5,000円まで）する方法があります。 

※県費職員の方は給与控除となります。市町村費職員及び退職者の方は、 

      銀行口座を登録いただき引き落としとなります 

※出資金はお申込の翌月給与からお預かりし、原則脱退時にご返金いたします。 
     
 

組合員証はデジタル組合員証を発行させていただきます。加入申込み後 

マイページ登録ができるようになりましたら、学校生協より登録方法の 

ご案内をお送りいたします。（アプリのインストールが必要です） 
 

スマートフォンなどの端末をお持ちでない方には 

磁気カードを発行いたします。 

（   ）磁気カードの発行を希望する  (お届けに２～３週間かかります)   

    

 

ホームページでは、お得にご利用いただける指定店、提携店の紹介やガソリン価格や利用規則など、 

各種情報を提供していますのでご確認下さい。 
  ※申込書で頂いた氏名等の個人情報はカード発行業務と代金の請求業務に利用させていただきます。また、各社に情報を 

提供させていただきます。 

ご記入後は学校生協へ FAX してください→ ＦＡＸ ０１２０－０３－５３１８ 

ガソリンカード申込　ご希望されるカードを○で囲んでください。※カード発行には約３週間かかります

フリガナ フリガナ

家族氏名 家族氏名
　

ENEOSアソックカード 出光昭和シェルTRUST＆FLEX

カナイ石油　群自燃　コスモ石油　三山石油　両毛丸善　吉沢石油

※家族カードを作成する方は

こちらも記入ください。

※ENEOS・出光昭和シェルをご希望の方は

本人確認書類が必要です。後日、添付台

紙をお送りします。（同時作成できます）

  

学校生協加入(出資)・増資申込書 　申込日　 20　　年　 　月　　 日

フリガナ 職員番号

氏　名 　印 生年月日  Ｓ ・ Ｈ　　  　年　  　月　  　日

所属（学校等） 職名 　性別　　男 ・ 女

(〒　　　－　　　　)　　　 市・郡 電話番号

　　　　　　　町・村

１．全額一時払い　出資申込口数　　口（出資金　　,000円）（５口5,000円迄）

２．分割払い　　　出資申込口数　　口（出資金　　,000円）毎月１口ずつ（５口5,000円迄）
出資方法　

自宅住所

「組合員証利用規則」及び「共同購入事業約款」、「組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規約」に同意し

申し込みます。（約款は「学校生協利用ガイド」P.11～14をご参照ください）


